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あって、そうは言っても救急のときに時間が

かかるときはどうするんだという問題がある

から、こういうふうにしなければいけないわ

けですが、私はやはり制度上こういうふうに

いろいろな問題はあったけれども、搬送中に

しなければいけないという状況はあるわけで

すから、これはやはり受け入れるように病院

にもしっかりと。今はちょうど管理者でもあ

りますから、要望をしていきたいと思います。 

  それはもとのもくあみにならないように、し

っかりとした計画を立てて、民間が主役で行

政がサポートするんだという、これを続けて

いくということが一番ですよ。そして、民間

委託なりＮＰＯなり、行政はスリムになると。

ここが私はポイントだと思いますが、そのほ

かにやはり収納率、これはまず１％上げれば、

ご承知のように3,000万円ということですから、

これもしっかりとやらなければいけないし、

その新たな税については、これは軽自動車税

なんかは自由にしていいというふうになりそ

うですよ。今1.2倍まではできますが、1.5ぐ

らいまでになりそうだというのが、今の自民

党の税調と政府税調の話でしょう。 

  しかし、これは周辺市町村とも考えなければ

いけないから、こっちが高くして、そっちに

車を置いて、あるいは親戚に置いてなんてい

うことになっちゃ、これは困るわけですから、

それはしっかりこれは周辺を見ながら、しか

も長井は周辺よりも税は高くしないと。公共

料金もなるべく上げないで財政再建をするん

だと。そういう市民の皆さんからお約束をし

て協力を得てきたわけなので、そういった基

本的なところを踏まえながら、やはり検討は

していかなければいけないというふうに思い

ます。 

  以上です。 

○鈴木良雄議長 ここで、昼食のため暫時休憩い

たします。 

  再開は、午後１時といたします。 

 

 

     午後 ０時００分 休憩 

     午後 １時００分 再開 

 

 

  蒲生吉夫議員の質問 

 

 

○鈴木良雄議長 休憩前に復し、午前に引き続き

会議を再開いたします。 

  市政一般に関する質問を続行いたします。 

  順位３番、議席番号17番、蒲生吉夫議員。 

   （17番蒲生吉夫議員登壇）（拍手） 

○１７番 蒲生吉夫議員 どうもご苦労さまです。 

  12月定例議会に通告しております２点につい

て、順次質問をいたしたいと思います。 

  98年４月から法改正され、新たな児童福祉法

が施行されました。改正前の児童福祉法は、保

護者の労働や疾病などの理由で、子供が保育に

欠ける状況にあるときに、市町村はその子供を

保育所に入所させて保育する措置をとらなけれ

ばならないとしており、自治体が行政処分で子

供を保育に欠ける程度に基づき、入所を行政の

裁量によってのみ判定され、利用者にとって利

用しやすいものになっていないことが指摘され

ました。 

  法改正に伴い利用者による保育所の選択が可

能となることや、市町村や保育所は保育情報を

公開しなければならなくなったこと。同時に、

入所希望先に入所できるようになり、満杯の場

合は、市町村が設ける公正な選考基準により入

所決定されるとし、保育所入所の大きな変化は

このようなことだと思います。 

  改正児童福祉法第24条第１項において「市町

村は保育に欠けるところがある場合において、

保護者から申し込みがあったときは、それらの
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児童を保育所において保育しなければならな

い」とし、公的保育の責任を明確にしているの

であります。 

  山形県は、全国に比較しても例外ではなく、

少子化の流れの中にあります。また、３世代同

居率が高い地域でもありますが、一方では人口

の減少傾向とは逆に、核家族化の増加と共稼ぎ

世帯比率は全国一位であり、３歳未満児の保育

ニーズは高まっていると考えることができます。

実態として、はなぞの保育園の入所は、定員90

人に対して97人の児童が入所していることであ

ります。こういう状況では、子供が生まれても

随時入園できると言いながら、年度中途は入所

不可能と言わなければならない状況だと思いま

す。私は、３歳未満から保育園に入所し子育て

してきた経験からしても、民間の乳幼児施設と

公立の施設があって、市民が選択することがで

きる条件は大変重要なことだと考えています。

それぞれで特徴のある保育方針を掲げているわ

けですから、どこでも同じではないと思います。 

  このたびの長井市保育条例の一部を改正する

案の提案理由は、長井市はなぞの保育園を長井

市社会福祉協議会に移管するための提案であり

ます。市内の認可保育園が事業を拡大し、これ

まで培ってきた保育園経営のノウハウを生かし

ていくということであれば、３歳未満児を持つ

父母の不安は少しは和らぐわけですが、移管先

は社会福祉協議会の定款の変更をして、新たな

経営のようで不安があるのも当然だと思います

し、答える必要があると思います。 

  その一つは、学童保育の事業はやっているも

のの、３歳未満の保育園経営のノウハウがない

ことや、来年度４月１日から90人の定員でテス

トランもなく、いきなり保育を始めるにはかな

りの無理があると考えられることであります。 

  二つには、先月28日に社会福祉協議会職員の

保育士の採用試験をしているようですが、全体

の人の体制が未知数なことに加え、園長を含め

４人の市からの派遣と調書の中で書いておりま

すが、責任だけ負わされるのではかなわないの

ではないかと思いますが、いかがでありましょ

うか。 

  三つには、社会福祉協議会の理事会の組織が

今年度団体の役員、例えば各地区の地区長会会

長になったので、当て職で理事をしているとい

う方がほとんどで、例えば、近い将来国の補助

金の制度が変わり、赤字経営になった場合は連

帯して責任を負わなければならないなど、責任

を負える体制にあるかわからないことでありま

す。 

  四つには、会派の研究資料としてはなぞの保

育園を受託しようとする定款変更を決める理事

会、９月21日11時いいで旅館で開催された会議

録を読む限りでは、どういった子育て、保育を

していくかなどの視点での議論が全くされてい

ないことや、理事になっている市の関係者が受

託を押しつけようと踏ん張り、受託する側の意

見は極めて消極的なことであります。こういっ

た経営する側の姿勢しか見えない中でも、県は

認可保育園とすることを考えてよいのでありま

しょうか。 

  今、４点の不安な点について私の思い違いは

ないと思いますが、お答えを願いたいと思いま

す。 

  次に、社会福祉協議会で経営しようとしてい

るはなぞの保育園の認可保育園として取得する

ことについてお聞きいたします。ここでは施設

の要件については触れませんが、人的要件につ

いてであります。 

  理事会の議事録の中で「市からの派遣につい

ては、事務局段階で置賜総合支庁との話し合い

の中で、当初市の案でも激変緩和措置として、

派遣人員を４人より多くする案もあったが、総

合支庁からは４名（園長、主任保母、看護師、

栄養士）が妥当との指導を受けたため、４名と

いう案とした。現在、市へ具体的派遣人数を確
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認しているところであります」ということです

が、どのようになっているのでありましょうか。

そういった人的体制ができなければ、保育園経

営としての認可は難しいということなのであり

ましょうか。 

  このたびのマンパワーが中心の保育施設はな

ぞの保育園を、17年４月１日より条例から削除

しようとする案件は、施設を移管し、保育を委

託する団体の人的体制が十分とは言えない段階

での私たちの判断は、困難であると言わなけれ

ばなりません。社会福祉協議会が受託するに足

り得るとした根拠をお聞かせを願いたいと思い

ます。 

  次に、はなぞの保育園の施設を長井市社会福

祉協議会に土地、建物は無償貸与、ベビーベッ

ドとクーラーなどは無償譲渡との移管に係る説

明であります。さらに、長井市保育施設民間委

託検討委員会の報告と同様、保育を委託する場

合の委託料の積算などを勘案すると、委託後の

施設の維持管理経費については、社会福祉協議

会の負担とすべきであります」とのことであり

ます。社会福祉協議会の受託を決断する理事会

における議論は、議長の発言で、議長が定款の

改正箇所を見ると設置経営となっている。問題

が出た場合、どこまで社協に責任があるのか。

例えば農協で問題があった場合のように、理事

は責任を負うのか、また、採用試験は市で問題

を作成すると説明があったが、運営と経営のど

こまで責任を負うのかと言っているのに対しま

して、事務局長の答えとしては、県の指導で建

物の持ち主は市であり、建物の補修は市が行う

という形をとる。覚書で市の責任を明確にして

いく。理事の皆さんに協議いただき、収支バラ

ンスがとれるよう運営をしていく。事故、建物

の補修は、基本は市で対応となり、理事会の責

任は農協の場合とは別である。このように答え

られ、理事全体から異論なく、補修などは市が

するものという理解と前提条件があります。受

託を決定づけた重要な要素となっているのであ

ります。 

  議会に提出された民間移管に関する説明資料

とは全く違った見解になっていると思いますが、

どのように理解をしたらよいかをお聞かせを願

いたいと思います。ちなみに社会福祉協議会が

県の方に認可保育所の申請をする際に、この理

事会議事録を添付され、保管されるものと考え

られます。 

  はなぞの保育園は、昭和55年に事業が開始さ

れてから、幾度となく補修を繰り返してきた経

過があります。24年経過した建物であり、今後

ますます手をかけなければならなくなると思わ

れます。 

  先ほど触れましたように、経営面において農

協の理事などとは違って、社会福祉協議会の理

事は責任を負わなくてもよいとなるのでありま

しょうか。そうだとしたら、だれがはなぞの保

育園の経営に責任を持つのでありましょうか。

事故などがあった場合、派遣で賄おうとしてい

る園長が、その責任を負うことになるのであり

ましょうか。ご見解をお聞かせ願いたいと思い

ます。 

  次に、施設を移管しようとしている、また３

歳未満児保育を委託しようしている相手を特定

して社会福祉法人長井市社会福祉協議会なのか

が理解できません。就学前保育事業をやってい

る保育園で、社会福祉法人であれば理解するに

しても簡単ではございませんが、なぜノウハウ

のない、しかも見積り合わせもしないで相手を

特定するのでありますか。 

  県内には多くの社会福祉法人があります。長

井市内にも、ほかにも社会福祉法人があるわけ

ですから、長井市社会福祉協議会に特定するこ

とは問題があると思われます。特に、施設の補

修は市が責任を持つなれば、経営を任せてくれ

という社会福祉法人は手を挙げると思います。

長井市社会福祉協議会と特定した理由について
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お答えを願いたいと思います。 

  次に、はなぞの保育園の民間委託について、

市の要望調書の父母の会から市への要望と思わ

れる中で、次のように言っております。「どこ

の地域にあっても、子供や親のライフラインと

して保育園には保証しなければならない条件が

あると考える。」ちょっと語呂が合いませんが、

書いてあったとおりに読みますので。「民間化

が「ブーム」のように行われるのではなく、そ

の地域の親子の現状をしっかりと見据え、行政

の役割と適正な分担のもとに検討されることが

望ましい。子育てにお金がかかるのは当たり前

のはずなのに、財源が確保できないとの理由か

ら、すぐに民間に委託するのはいかがなものか。

この重要な問題について、２度の説明会だけで

は不十分。周知徹底し、じっくり考える意味か

らも、来年４月の実施を先送りすることが望ま

しいのでないか」ということに対して市の回答

は「はなぞの保育園が長井市社会福祉協議会に

移管されても、現在の保育サービスを維持し、

運営されていくものであります。財源が確保で

きないための社会福祉協議会への移管ではなく、

国の三位一体の改革に呼応した保育施策であり

ます」と答えていますが、検討委員会からの報

告は、「国が進める三位一体の改革により、公

立保育園の運営の財源的な柱とも言える国、県

の運営費負担金が平成16年度から廃止されるこ

とになりました。本市の平成16年度の事業費に

対するその影響額は、7,864万円となっていま

す。一方、民設民営化をスピードアップさせる

必要があります」としているようですが、財源

の問題ではないとしたら、市が答えている「国

の三位一体改革に呼応した保育施策」とは煙に

巻かれるような言葉ですが、何を言っているの

でありましょうか、ご説明をお願いしたいと思

います。 

  ２番目の項に移ります。「市民の安全確保の

ため、歩道・自歩道などの表示を」についてお

訪ねいたします。 

  私は、雨が降ったり雪が降ったり寒すぎたり

するときは除き、地域内はできるだけ自転車で

移動するように心がけています。地域的には、

幸いにして県道には片側ですが、自歩道が設置

されていますし、いわゆる歩行者専用の歩道と

いうのが設置されていませんので、どのように

自転車を走らせればよいかは簡単明瞭で、わか

りやすい状況であります。 

  しかし、中央地区内は、どこを自転車で走れ

ばよいか判断が極めて難しいと思います。具体

的に、私が市役所までの道のりを二つのルート

で到達しようとするときのことを考えてみたい

と思います。 

  谷地橋までは一緒です。橋を渡るときには自

歩道の方を渡らなければなりませんが、まずこ

こで問題が発生をします。ときとぎ車道の左端

を車が後ろにつながるのを気にせず走る方がお

られます。まず無事に橋を渡り終え、長井工業

前を通り、うめや十日町店までは片側歩道があ

りますが、ここは車道の左端を通るのが正しい

と思います。右折して歩道のない長井病院前を

通り、すぐそこのままの上の交差点を左折しま

す。役所前は歩道を走って到達をします。 

  もう一つの道のりは、谷地橋から右折し、車

道左端を走り、米沢ヤクルトさんの前を通り、

日本防災工業さんを左折し真っすぐ進み、スト

ウヤさんまでは車道の左端を走ります。右折し、

あやめ交番前から中央十字路を左折し、役所前

まで比較的幅がある歩道を走って到達します。

私は、これが自転車の場合、安全な走り方と思

っていますが、あっているかどうかは自信のな

いところであります。 

  最近の事故の傾向は、近くの人同士の事故。

要するに近くの人が近くの人を傷つける傾向に

あると言われております。特に、免許制度がな

い自転車については、手軽に乗れますが風が吹

けばあおられますし、交通ルールの訓練も積ま
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れていないこともあり、どこを自転車で走れば

よいかわかりにくいのだと思います。自歩道に

ついては、ところどころ看板で表示されていま

すが、圧倒的に少数です。 

  いただいた資料によりますと、長井市内の自

転車歩道通行の路線延長は、片側で24区間３万

8,855メーター、両側で16区間２万3,620メータ

ーとなっているようであります。 

  そこで建設課長にお聞きいたしますが、自歩

道ということで標識と呼ぶのか看板と呼ぶのか

わかりませんが、高い位置にあるようでありま

す。道路管理上、自転車、歩行者が安全に利用

できるような表示になっているのでありましょ

うか。市内のどの程度の箇所に表示されている

かを、とらえている範囲でお答えを願いたいと

思います。 

  次に、市民課長にお聞きします。自転車は、

自歩道の場合は当然そこを走らなければならな

いわけですが、歩道であっても一定度の幅が確

保されていれば車道の状態にもよりますが、自

転車は歩道を走った方が安全に走れるというと

ころもあるのではないかと思います。市民が安

全に生活しやすいようにする必要があります。

自転車が走ってよい歩道なのかどうかを調査し、

歩道にじかに表示をすることが最もわかりやす

い方法ではないかと考えています。冬場に実態

の調査をし、関係機関と調整しながら、来年の

雪解けには実施されるようであればよいと思っ

ています。ご見解をいただきたいと思います。 

  以上をもちまして、壇上からの質問とさせて

いただきたいと思います。ご清聴ありがとうご

ざいました。（拍手） 

○鈴木良雄議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 蒲生吉夫議員のご質問にお答え

しながら、私の見解も述べさせていただきます。 

  まず、何で社会福祉協議会でないといけない

のかと、一般公募しないのかと、こういうお話

ですが、大きく三つあると思いますが、一つは

建設事業費に対する補助金の返還という問題が

あります。公立保育所を民設民営の民間施設と

するためには、現在の市の保育所設置条例を廃

止して普通財産に変更し、市にかわって施設を

使用して認可保育所を運営する民間の法人また

は個人に譲渡または貸与し、乳幼児の保育につ

いても委託をしなければならないと思います。 

  市の保育所設置条例を廃止する場合、建設当

時に交付された建設事業費に対する補助金の返

還、この問題をクリアするためには、施設を地

方公共団体または社会福祉法人に無償で譲渡ま

たは貸与し、同事業を継続する方がいいと思っ

ております。 

  市内には学童クラブを含めた保育に携ってい

る社会福祉法人が、現在のところは長井市社会

福祉協議会をいれて２法人ありますが、もう一

つの方は運営規模を拡大したところ、今以上の

規模拡大は、土地や資金、そういう問題等もあ

るし、望まないという回答がありました。した

がって、まずこの条件をクリアするためには、

社会福祉協議会に無償で貸与し、委託する方法

がいいと思ったところであります。この条件が

ありますから、私は一般公募にはなじまない。 

  ２番目、やはり社会福祉協議会の理事、評議

委員は、地域の代表、各社会福祉団体の代表、

あるいは学識経験者で構成されておりまして、

地域の社会福祉の推進を目指しており、公平性、

信頼性があると思います。これが第２の理由で

あります。 

  第３は、堅実な経営を心がけていただいてい

るので、経営がしっかり安定しているというふ

うに思います。 

  では、なぜ保育所を民間に公立でと、こうい

うお話ですが、民間にできるものを民間にとい

うのが、これは改革の大前提であります。三位

一体改革もそうであります。国もそうでありま

す。やはりそこの大前提を考え、民間の認可保

育所も30年前は社会福祉協議会だけでやってい
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たわけでありますが、これが順次しっかりと成

長をして、頑張って運営をしておられる。いず

れも保護者からの信望が厚く、公立に引けをと

らない適切な運営をしておられますから、民間

に移管しても、今の時期は立派に運営していた

だけるというふうに確信をしております。 

  保育園経営のノウハウがない社会福祉協議会

ではないかと。なぜだということでありますが、

行政が保育施設の運営を始めるときに、保育に

関するノウハウが最初からあったわけではあり

ません。しかし、30年前は社会福祉協議会がや

っていたわけでありますから、これは時代の変

革期に新規参入も必要でありますし、改革が必

要だというしっかりとした理念があれば十分だ

と、私は思っております。保育士の方は、国家

資格を持っております。さらに、社会福祉協議

会で試験を実施いたしますから、優秀な人、経

験も加味しながら選んでいけば大丈夫ではない

かと。なお、３月には採用予定の保育士の皆さ

んに対して、社会福祉協議会でしっかりした研

修会を開催してもらうという方向で万全を期し

たいと思います。 

  保護者の皆さんのお話でありますが、２回で

はだめだと。先送りしろと。どうも改革に反対

なさる方は常に先送りであります、長井市に関

しては。８月上旬と９月上旬の２回、保護者説

明会をさせていただきました。90数名全員の方

のうち、１回目はお忙しくて25名、しかし、２

回目は50名を超えられたと、過半数を超えられ

たとお聞きしております。 

  議会からまず審議をしていただかなければい

けませんが、議会から審議をしていただいてお

認めをいただき、社会福祉協議会の試験が済め

ば、これはしっかりとわかっていただけると思

います。もし必要ならば、助役や福祉事務所長、

必要ならば私でも結構でありますが、具体的な

ものになれば今まで以上に経験の深い長谷部助

役や福祉事務所長でさらに説明会を開かせてい

ただいて、ご理解をいただくつもりであります。 

  この社会福祉協議会が保育施設運営にあたっ

て保育方針がないのではないかとか、提案され

ていないのではないかというようなお話であり

ますが、議員ご承知のとおり、第四次長井市基

本計画でも、しっかりとそのことが盛られてお

りますし、山形県に提出しました長井市の保育

計画がございます。これはもし必要ならば、福

祉事務所長から概要なり詳しく申し上げますが、

こういった市の保育方針を継承してもらい、保

育所運営に当たっていただければ大丈夫ではな

いかと思っております。 

  それから事務局長の言葉で、経営が責任がな

いと言っているが、責任は一体だれだと。農協

とどう違うかと、こういうお話でありますが、

この理事会の中で社会福祉協議会の会長さんが

議長を務めていただいて、例えば農協で問題が

あった場合に、理事はどこまで責任が問われる

のかという質問に答えた中では、事務局長は前

段で保育単価に応じた、これは運営費について

でありますが、委託金の範囲内で責任はもちろ

んあるんだと。さらに、理事の皆さんに協議を

していただいて、収支バランスがとれるような

運営をしていく。したがって、理事会の責任は

農協の場合とは別であると。職員の給与は、市

の６割程度ということですから、採用時に説明

し、納得してもらう必要があると考えていると、

こう言っておりまして、経営に責任はないんだ

ということは申していないというふうに言って

おります。 

  社会福祉協議会の理事の皆さんは、農協の理

事の皆さんのように報酬をもらっているわけで

はありませんし、農協の場合と別であるという、

そういった意味のことでありまして、例えば建

物の修繕について最初お話がありましたが、こ

れは原則的にまず小規模なものは、当然施設運

営費から支出するものであります。ただ、大規

模修繕に関しましては、現在国や県の補助が４
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分の３あります。しかしこれも三位一体の改革、

補助金の改革の中で、これから先どうなるかに

ついてはまだ確たるものはありません。しかし、

国や県とこれまであったことでもありますから、

今後協議をしながら、最終的には大規模修繕に

ついては市が責任を負うということであります。

つまり、当然委託契約をお願いしている市の責

任もございますが、運営そのものの責任につい

ては、運営の主体は社会福祉協議会が持つわけ

でありますから、そこで責任をしっかりと明確

にしていきたいというふうに思っております。 

  以上でありまして、あと詳細につきましては

福祉事務所長から申し上げます。２番の問題に

ついては建設課長、市民課長から申し上げます。 

○鈴木良雄議長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 私の方から、運営方

針がどうなのかということでございますが、先

ほど市長が述べたとおりに、急に運営方針が変

わりますと、今いらっしゃる子供たち、保護者

が不安ということになりますので、当面長井市

の基本方針である「輝かしい未来に向かって生

き生きと躍動する子供」ということ。それから、

はなぞの保育園の運営方針である、来るべき世

代を担う児童が、心身ともに健やかに育ってい

くための環境づくり、施設運営の充実を図るた

め、次のような重点目標を定め、児童福祉政策

を推進する。１番目、児童福祉の理念を保育の

基本とし、健全な児童福祉の向上に努める。２．

地域社会のニーズに呼応した施設づくりに努め

る。３．保育内容の充実とともに……。 

   （「そこわかっているからいい。読まなく

て」と呼ぶ者あり） 

○宇津木正紀福祉事務所長 四つほどあります。 

  それから、２点目でございますが、市の方の

押しつけではないかというふうなことでござい

ますが、市長と助役から会長さんの方にお願い

をしたところ、会長さんとしては、今社会福祉

協議会では、高齢者の部分とか障害者の部分の

ケアはなっているんだけれども、児童の部分が

学童しかないので、そちら辺をもっと子供たち

にも、児童の部分にも社会福祉協議会としては

力を入れながら、小さい子供からお年寄りまで

の全体の地域福祉の推進を進めたいのだという

ふうなご意向がございまして、引き受けていた

だくということになってございます。 

  それからもう１点でありますが、今、市では

子育て支援センターをはなぞの保育園に配置し

ながら、はなぞの保育園のお母さん方、または

お父さん方の相談にも応じております。はなぞ

の保育園以外の方にも当然子育て支援してござ

いますが、これからも市の職員を子育て支援の

方に派遣をしていただきながら、はなぞの保育

園のお母さんについてもご相談に乗れるように、

私どもとしては市長、助役にお願いして、進め

ていきたいというふうに思っていますので、そ

ういうサポートもできるのではないかというこ

とを申し上げさせていただきます。 

  以上であります。 

○鈴木良雄議長 小泉良一市民課長。 

○小泉良一市民課長 市民の交通安全の確保のた

めの歩道、自歩道などの表示につきましてお答

えさせていただきたいと存じます。 

  10月29日に中道百間道路で、自転車に乗った

お年寄りに車が追突し、死亡事故が発生しまし

た。原因は、車を運転した方が前方不注視によ

り追突したものでありますが、自転車が歩道を

走っていたら避けられた事故ではないかという

ふうに思います。 

  議員からお話のあったように、自転車、歩行

者道として指定されているのは40区間62.5キロ

メートル、６万2,500メートル余りでございま

す。指定の方法は、原則として幅員２メートル

50以上の歩道で、交通量の状況を調査の上、公

安委員会が指定することになっております。指

定されますと、自歩道の標識が設置をされ、供

用とされます。路面に白線などで表示すること
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があるわけでございますが、長井警察署交通課

にお伺いしたところ、山形県では降雪により路

面が見えない期間があることから、規制標識と

しての効果がなくなるために、実施はしていな

いということでございました。標識は、看板あ

るいは地面に白線で書く場合にあっても、規制

標識につきましては設置者は公安委員会という

ことになります。このために、高齢者の事故が

非常に多いというふうな現状でございますから、

少しでも事故が少なくなりますように、交通問

題研究会にお話をしながら、標識の増設あるい

は路面表示につきましても、公安委員会の方に

要望してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○鈴木良雄議長 浅野敏明建設課長。 

○浅野敏明建設課長 それでは私の方からは、自

転車歩行者道を明確にするため、標識や路面表

示をできないかというようなご質問でございま

す。 

  一部市民課長からお答えあったと思うのです

が、道路標識や路面表示につきましては２種類

ございまして、道路管理者が行う道路法上の警

戒標識と、それから道路交通法によります規制

標識などの公安委員会が表示する行為とがござ

います。 

  また、指定する道路としましては、道路管理

者が行う指定道路としては、自転車専用道路や

自転車歩行者専用道路などについては、これは

道路管理者が指定できることになっております

が、ご質問の道路の一部を自転車歩行者のみの

通行を認めるには、これは道路交通法による交

通規制となるため、標識や路面表示については

公安委員会の設置となるところであります。 

  公安委員会が設置する規制標識などにつきま

しては、占用申請などの手続が省略されまして、

道路管理者の方には通知等はございませんので、

標識の本数等については承知しておりません。

ですから、今後、道路標識などの設置要望をこ

れから強く働きかけるのが一番得策かと思いま

すが、今後検討していきたいと思います。 

  以上です。 

○鈴木良雄議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 二つ目の道路の市民の

安全の確保については、それぞれに交通問題研

究会などで対策を講じていくということであり

ますから、事故のなくなるようにそれぞれに手

だてをお願いしたいなというふうに思います。 

  はなぞの保育園の移管の問題ですが、一つは

答えられていない部分があります。財源の問題

ではないというふうに親の会の方に答えていた

という部分について、ならば三位一体というそ

の中身はどういうことなのかと。その抽象的な

ところはどういうことなのかということで、ち

ょうどその資料に書いてあったので質問したの

ですが、まず福祉事務所長、そこの部分につい

て漏れている部分をひとつお答えください。 

○鈴木良雄議長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 お答え申し上げます。 

  父母の会の会長さんは、財源確保をできない

から、そういうことで民営化をするのはどうか

というふうなお話でしたが、私どもの方の説明

としては、長井市の行政改革の一環としてこれ

は行っているものであるということで説明して

おります。８月３日に保健センターで行われま

した説明会から申し上げているのですが、長井

市のこれまでの行革のお話を若い人たちにもわ

かるようにこのような形でしてきて、長井市で

は調理場、斎場に次ぐ保育施設の民営化という

ことで、これは市の基本方針ということでして

きておりますということをお答えしているとこ

ろでございます。 

  以上であります。 

○鈴木良雄議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 そういうふうに答えて

いますが、我々には違いますよ。財源の問題で
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すよ。議会の方に説明しているのは、財源の問

題なんですよ。だから、民営化しなければなら

ないと。中間報告を持っていますか。福祉事務

所長、持っていますね。去年の９月10日に厚生

常任委員会の協議会のときに出したものですね。

あとは、2004年のことしの５月か６月か忘れま

したけれども、６月議会の前だったと思います

けれども、検討委員会からの報告というのがご

ざいますね。この検討委員会というのは、なか

なか庁内の立派な人ばかりいて、こういう財源

の問題も検討できるメンバーが全部入っている

んですね。そこでこういう文書を出しているの

ですよ。財源の問題ですよって。そこは財源の

問題ではないのですか、では。そこをもう１回。 

○鈴木良雄議長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 お答え申し上げます。 

  この長井市の財政問題が前段としてございま

して、それで行財政改革が必要だということを

保護者の方に説明しまして、それを受けて民営

化ということが進められてきているということ

をお話ししたところでございます。 

○鈴木良雄議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 そういうことを聞いて

いるのではなくて、こういうふうに報告書では

言っているのでしょう。国が進める三位一体の

改革により、公立保育園の運営の財源的な柱と

も言える国、県の運営費負担金が、平成16年度

から廃止されることになりました。本市の平成

16年度の事業に対する影響額は7,864万円とな

っていますと、こういうことでしょう。一方、

民設民営の場合には、認可保育所に対する国、

県の運営費の負担はそのまま継続されると。だ

から民営化しなければならないんだと。大前提

をそこに置いているのですよ。そうでしょう。

そういうふうに書いていますよね、その報告書

には。私はおかしいなと思ってね。財源の問題

でないって言うけれども、私も財源の問題では

ないような気がするのですね。 

  私の持っている資料で、１月20日付の自治財

政局財政課長の内簡の発出文書で、当月21日に

開催された都道府県財政課長会議を通じて周知

している基準財政収入額に算入される予定の所

得譲与税は、人口を基準として配分されるが、

市町村における平成16年度に見込まれる所得譲

与税額と現年度の公立保育所運営費負担金相当

額と比較した場合、発生する過不足については

交付税額に吸収される。このため一般財源化に

伴い、市町村において公立保育所運営にかかわ

る財源不足は発生することはない。こんなにち

ゃんと答えているのですね。それぞれの県の代

表者が出てきて検討している中身なんです。だ

けども、今回の民営化というのは、私、何が何

でも民営化だめだなんて言っていないですよ。

ちゃんと根拠を示さないとうまくないんだと思

いますね。議会には財源の問題だと言っている

のですよ。さっき読んだところ、説明したとお

り。父母の会には財源の問題ではないと言って

いるのですよ。それも説明会は、どうも話を聞

いたところによると、父母の会のボランティア

で運動会前だったので草むしりをしていた。み

んな汗だくになったのか、雨が降ってぬれたか

私はわかりませんけれども、そのときの後の方

で15分間一方的な説明があったと。こういうふ

うに聞いているのです。意見のやりとりがそこ

であったとはとても思えないですけれども、説

明していることが違うんじゃないですかと言っ

ているのよ。そこはどうなんですか。財源の問

題ではないのですか、やはり。すると、我々に

説明していたこの文書というのは、おかしなこ

とになりますよ。これは今回のやつですよ。 

○鈴木良雄議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 財源等基本的な考え方について

ですからお許しをいただきたいと思います。こ

れは、全部公立の保育所で今のとおり守ってい

こうということになれば、ちょうど私の選挙の

ときでありました。70名の方を全員40数万円の
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給料を払っていったら幾らになるかと計算して

いただいた。議員の方にもいただいたんですね。

５億数千万になったのですよ。800万円近くに

なったのですよ。そして、運営費収入は１億四、

五千万だったかな。これはやはり、これだけ民

間が育ってきて、民間でできることは民間でと

いうふうになったら、やはり順次できるところ

から民間にするべきではないかと。こういう私

を支援していただいた議員の皆さん、あるいは

多くの皆さんがそれをやって、その話は個人演

説会でも私はしたと思います。何でも民営化す

る、そこがだから財源の大いに関係があるとい

う話ですよ。ご理解が願えないから言っている

んです。 

○鈴木良雄議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 市長は私の質問を理解

していないようなので、いいですけれども、そ

こはそこで。 

  私は、説明する人によって、場所によって言

い方を変えるのはうまくないって言っているの

よ。そのことだけ言っているので。 

  あと、保育を委託しようとする社会福祉協議

会がノウハウがないなんていうことはないんだ

と。30年前はやってきたんじゃないかと。それ

は30年前はそうだと思います。保育所として発

足したときには、何人入ったかわかりません。

現在移管しようとすれば、90人はそっくり行か

なくて、３歳以上のところに行く人もいるでし

ょう、それはね。学童保育と決定的に違うと思

いますよ。食事の仕方からして違うわけですか

ら。ゼロ歳児からとミルクを飲む人がいるので

しょう。離乳食を食べる人がいるでしょう。離

乳食もすり鉢ですったり、ねりねりを食べる人

がいるんでしょう。刻んだような細かいのを食

べる人がいるんでしょう。あと普通食に近い人

がいるでしょう。こういうような中で保育が行

われるわけで、これは理事会の中身を読んでい

ったら、とても心配で預けられません。この中

身では。保育のことに触れていないですもの、

できるといって。私は、なぜ特定したかという

市長の答えもおかしいと思う。社会福祉法人で、

慈光園が持っている何て言っていましたか、社

会福祉法人がありますね。リバーヒル何かと、

いわゆる老健施設を経営している社会福祉法人

がありますね。そういうところには看護師も担

当する医者も、そして保母も栄養士も調理師も

全部そろっているのですよ、人の体制は。同じ

なんです。その意味では、私は民営化するのだ

ったら、公募すればいいんじゃないですか。手

を挙げると思いますよ。長井市内だけしか私は

聞かなかったんじゃないかと思うんですね。市

外で、県内で福祉法人で、大規模改修の場合に

は、全部市が責任を持ってくれるよというふう

であったら、手を挙げる人はいっぱいいると思

います。 

  そこでお聞きしますが、認可保育園のこうい

うところというのは、今年度から星の子ベビー

ホームと、白山保育園が認可されましたね．合

計の人数は何人だか忘れましたが、90プラス30

ぐらいだったと思うのですが、そういうところ

も条件は同じなんですね、認可保育園として。

そういうところが古くなってきましたので、ど

うか市の方でお願いしますよと。白ゆり保育園

はもちろんです。その前からのはなぞの保育園

よりも古いわけですから、５年ぐらい古いと思

います。そういうところを責任を持って市がや

っていくのですか。同じように扱えるのですか。

福祉事務所長、その辺は事務的にどう考えまし

たか。市長、答えますか。時間を見てやります

から、ちょっと答えも簡単にしてください。 

○鈴木良雄議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 質問を長々とやるからね。その

半分ぐらいでやりますよ。 

  それは、職員の皆さんが全くの素人を雇うな

んていう話じゃありませんよ。今まで臨時でや

られた方を中心に、しっかりと選考していって
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やるんですから、経験者ですよ。どこかから持

ってくるわけじゃありませんよ。 

  それから、ちょっとこれ議員おかしいと思っ

たのは、市外にも広げて、こういう状況だった

ら市内の皆さんでやるべきでしょう、これは。

それは市民の合意だと思いますよ。十分にやり

ます。 

○鈴木良雄議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 長井市社会福祉協議会

というのは、市がとても深く関与できるところ

なんですね。だから、今のような発言が市長の

発言として出てくるのですよ。現在市の臨時で

やっている人を中心に採用するというのでしょ

う。関与したのですか、今回28日に採用したわ

けですけれども。深く関与できるような組織な

んじゃないですか。一般公募したらなぜ臨時で

いた人、全部81人が応募があったと言ったでし

ょう。その中から十何人ですか、18人ぐらい選

ぶのですか。なぜ、では現在臨時でいた人を中

心に雇うなんて、そんな発言が出てくるのです

か。 

○鈴木良雄議長 目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 それはそういう人もいらっしゃ

いますよ。ですから、全くの素人をするような

話をなさるから、そういう皆さんもちゃんとい

るんだと。それに公平に社会福祉協議会の会長

なりそれで選考するから大丈夫ですと申し上げ

ているのです。 

○鈴木良雄議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 福祉事務所長にお伺い

しますが、市からの４人の派遣を見込んで、こ

の議事録が県の方の認可申請をするための申請

書の方についていきますよね。我々のいただい

た資料によりますと、丁寧に年齢まで書いてい

ますね。園長は55歳、主任保母は50歳、看護師

が44歳、栄養士が50歳と、こう書いていますね。

私たちがいただいた資料です、これ。それで、

そういうふうに派遣することが前提条件になり

ますか、認可の。 

○鈴木良雄議長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 お答え申し上げます。 

  まず１点目の年齢でありますが、これはまだ

仮の申請ということで、仮にというふうな年齢

でありまして、正式には４月１日に認可になる

わけですから、それまでには属人名をつけて、

資格証をつけて提出するということになります

ので、それまでには仮のものだというふうにお

伺いしているところです。 

  それから、もう１点については……。 

   （「４人の派遣が前提条件になるかどうか

という」と呼ぶ者あり） 

○宇津木正紀福祉事務所長 それについては前提

条件とはなりません。ただ、これまでの保育と

いうものをはなぞの保育園で市でしてきたわけ

ですから、それに順調にスムーズな移行ができ

るようにということで市の方で考えらせていた

だいて、県の方と打診して協議しているところ

の人数であります。 

○鈴木良雄議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 保育園を新たに興そう

とするときには、最初少人数から興すのですよ

ね。だけど、これはいきなり90人から私は始め

なければならないと思うのです。私はかなり大

変だなと思っているのですけれども、４人市か

ら派遣されるのは、派遣された人間だけが責任

を負わされる可能性が極めて高いなと思ってい

るので、責任とれるような人が行けばいいわけ

ですが、前提条件ではないということですね。

認可されるのには前提条件ではないと。しかし、

栄養士というのは必要なんでしょうかね。市の

条例では置くようになっているようですがね。

もうちょっとこの辺は、議事録では派遣するよ

うな理事会の議事録、９月21日のを読んでいく

と、本当は全員が望ましいのだけれども、だけ

ど、職員組合との話でうまくいきそうにないか

ら、４人だけの派遣でいくようにしたいという
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ことで、県の方から指導があったというふうに

理事会の議事録では言っているのですね。私は

やはり、これがそのまま生きてくるのではない

かというふうに思うのです。いずれ後で県の方

に聞いてみますけれども、ここは。こういう責

任を持つ体制にないとまずいんじゃないですか

というふうに私は思うのですね。だから、みん

なベテランぞろいだという。それは当たり前の

話ですよ。保母の資格をみんな持っているわけ、

そういう人を採用するわけだから、まったく経

験ない人なんていないわけで、そういう試験を

通るなら通るなりに、実習もきちんと積んでき

ているわけですし、そんなことは当たり前の話

です。 

  もうちょっと中間報告のところからでも議論

したいところなのですが、ここの部分はできそ

うもありませんので、余りかみ合わない部分が

多くて、その４人のところというのは、私は県

の方にこういうふうに言っていて、だから認可

するときというのは、県の方は福祉法人の会議

は全部そうなんですけれども、事細かに見るん

ですよ、こういうのを。すると、運営するとき

にはこれは違うぞとなれば、認可はいつの時点

でするかわからないけれども、ことし運営して

いる星の子ベビーホームと星の子保育園と白山

保育園さんは、３月18日に申請して認可になっ

ているのですよね。これはぎりぎりにやるのだ

と思うんです。その前に調整をするのだと思い

ますね。その意味では、これでいいとなってい

るのかどうかね。もしいなければいないでしよ

うがないところ、採用した中でやれというふう

になるのだと思います。臨時の職員も、多分雇

うのですね。足らないですから。18人採用した

って、それでは90人では足らないですね。一人

で見られるのはゼロ歳児であれば３人というふ

うになっているわけですから、足らないと思い

ます、年齢構成がどういうふうになるかわかり

ませんが。その場合、そこで福祉協議会もまた

臨時職員を雇うのじゃないですか、不安定雇用

の。 

  先ほどあったように、市の保育園でも臨時職

員を継続して雇っていくというふうになるので

すね。私は、大変だなと思うのですよ、そうい

う意味では。その辺、どういうふうに考えてい

るかね。人の体制ですよ、やはり。マンパワー

の職場ですから。その上、人の体制というのは、

こんなものは福祉協議会が考えればいいことだ

と、やはり言えないでしょう。今から委託しよ

うとするところは。福祉事務所長がやはりそこ

は事務的話をしているのでしょうから、お答え

願いたいと思います。 

○鈴木良雄議長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 ４人の職員の派遣の

件ですが、県の方から市としてはもう少し多く

の派遣をしていきたいという考えを申し上げた

のですが、指導的立場にあるものでないと民営

とは言わないというふうな指導を受けました。

それで、調理師さんではなくて栄養士さんの方

が指導的立場にあるんだというふうな県の見解

でした。 

  あと、園長さんと、それから主任、それから

栄養士と、あとはなぞの保育園自体には看護師

の法的な縛りってないのですが、ただ、やはり

８月３日に行われました保護者会の方からいろ

いろ不安とか要望が出ました。その中で、看護

師は配置してほしいという要望がありましたの

で、ぜひ看護師さんの方もこの４人の中に入れ

てどうでしょうかと県の方に伺ったところ、そ

れは指導的立場にあるからよろしいでしょうと

いうようなお答えをいただきまして、４人とい

うことでございまして、もっと派遣したかった

のですが、そのような人数ということになった

ことでございます。 

○鈴木良雄議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 この部分については、

一般質問ですから、大まかなところを質問させ
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ていただきました。予算委員会もありますし、

私は常任委員会でもいろいろ質疑したいところ

がありますので、今度はもうちょっと細部にな

ってきます。 

  今回の問題というのは、いわゆる市の債務負

担行為などに予算を組まないうちに、社会福祉

協議会が28日に採用試験をしているのですよね。

採用試験をしているのですよ。委託すると決定

していないうちに採用試験をしているんですね。

どうかわからないけれども。もしならなかった

場合にどうするんでしょうね、これ。職場をや

める覚悟で来るわけなのでね。 

  時間を守ります。あと、別の機会にすること

にいたしまして、私の質問はここまでにします

ので、よろしくお願いします。 

 

 

  髙橋孝夫議員の質問 

 

 

○鈴木良雄議長 次に、順位４番、議席番号11番、 

髙橋孝夫議員。 

   （11番髙橋孝夫議員登壇）（拍手） 

○１１番 髙橋孝夫議員 ご苦労さまでございま

す。本日は私が最後でありますので、おつき合

いをいただきたいと思います。 

  私は、適正な市政運営と市民生活の向上を願

いながら、一般質問を行います。通告をしてお

ります「市の保育行政について」順次質問申し

上げますので、簡潔で明快な答弁をいただきま

すようにお願いをしておきたいと思います。 

  前の質問者と質問内容が重複する場合がある

と思いますが、ぜひご了承をいただき、答弁い

ただきますようにお願いをいたします。なお、

通告をしております（７）については、後日に

質問させていただきますので、本日は省略をさ

せていただきます。 

  本定例会に、議案第73号、長井市保育所設置

条例の一部改正案が提案をされています。内容

は、「はなぞの保育園を長井市社会福祉協議会

に移管をするためのもの」とされています。私

は、この提案については多くの疑問を感じます。

特に、長井市が就学前の幼児や児童の育ちをど

うしていくのか、どう保障し責任を持っていく

のかといった基本的な部分が全くと言っていい

ほど示されていない中で、これまで行政が営々

と担ってきたゼロ歳児から３歳未満児を対象と

した保育所である「はなぞの保育園」を、社会

福祉協議会に移管をするという提案は、十分な

検討を尽くさなければならないし、軽軽に判断

できる問題ではないと考えます。そういう意味

で、以下具体的にお伺いいたします。 

  第１点目は、なぜ「はなぞの保育園」なのか

についてです。11月24日の厚生常任委員会協議

会で示されました「保育施設の民間移管に関す

る説明資料」によりますと、民間移管の経過の

項で「平成12年10月に長井市行財政改革推進委

員会から、長井市行財政改革に関する答申書を

提出いただいた。その中の「保育園の運営につ

いて」において、下記のとおり答申がありまし

た。」として、答申書を示しています。引用し

ますと、「清水保育園の老朽化に伴う改築の話

があるが、清水保育園が廃止をされても、最近

の新生児出生数から見て、保育等を必要とする

幼児数は、市内のほかの幼稚園や保育園で十分

吸収できるものと考えられる。ほかの民間幼稚

園や保育園の定員の充足率も勘案した場合、新

たな保育施設の建設費と人件費などの運営経費

をかけるまでもなく、長井市の幼児保育につい

ては民間主体の形態に移行すべきである。」と

いうものであります。 

  そして、説明資料では、「この答申を受けて、

市の行財政改革を推進するために、はなぞの保

育園の運営を民間主体の形態に移行することを

予定するものです」と示しています。 

  そして、平成12年11月に策定されました「長


